
 参考資料１  

 

 

 

栃木地区合併協議会との調整方針比較表 

 

 

 
栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会 



 

栃木地区合併協議会と栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会の調整方針比較 

番号 合併協定項目 変更の 
有無 栃木地区合併協議会 栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会 

1 合併の方式 読替対応
栃木市、西方町、大平町、藤岡町及び都賀町を廃し、

その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。

栃木市、大平町、藤岡町及び都賀町を廃し、その区域

をもって新しい市を設置する新設合併とする。 

2 合併の期日 無   

3 新市の名称 無   

4 新市の事務所の位置 読替対応

２ 西方町、大平町、藤岡町及び都賀町の現庁舎につい

ては、市民の利便性を考慮した総合支所とする。 
２ 大平町、藤岡町及び都賀町の現庁舎については、市

民の利便性を考慮した総合支所とする。 

5 財産及び債務の取扱い 読替対応

１ ５市町の所有する財産及び債務は、すべて新市に引

き継ぐこととする。 
１ ４市町の所有する財産及び債務は、すべて新市に引

き継ぐこととする。 

6 
議会の議員の定数及び任
期の取扱い 有 

１ 地方自治法第９１条第１項の規定に基づく新市の

議会の議員の定数は、３４人とする。 
２ 新市の設置後 初に行われる一般選挙（その再選挙

及び補欠選挙を含む。）につき、公職選挙法第１５条

第６項の規定に基づき栃木市、西方町、大平町、藤岡

町及び都賀町の区域ごとに選挙区を設けるものとす

る。各選挙区の定数は、公職選挙法施行令第９条の規

定を適用し、栃木市１５人、西方町３人、大平町７人、

藤岡町５人、都賀町４人とする。 
 

１ 地方自治法第９１条第１項の規定に基づく新市の

議会の議員の定数は、３１人とする。 

２ 新市の設置後 初に行われる一般選挙（その再選挙

及び補欠選挙を含む。）につき、公職選挙法第１５条

第６項の規定に基づき栃木市、大平町、藤岡町及び都

賀町の区域ごとに選挙区を設けるものとする。各選挙

区の定数は、公職選挙法施行令第９条の規定を適用

し、栃木市１５人、大平町７人、藤岡町５人、都賀町

４人とする。 

 



 

番号 合併協定項目 変更の 
有無 栃木地区合併協議会 栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会 

7 
農業委員会の委員の定数
及び任期の取扱い 有 

２ １市４町の選挙による委員は、市町村の合併の特例

等に関する法律（以下「合併新法」という。）第１１

条第１項第１号の規定を適用し、合併後、平成２２年

７月１９日まで引き続き新市の選挙による委員とし

て在任する。 
３ 合併新法第１１条第１項第１号の規定適用後の選

挙による委員の定数は、２５人とする。 
４ 合併新法第１１条第１項第１号の規定適用後の選

挙による委員の選挙区は、５選挙区とし、新市の農業

委員会の区域を、現在の栃木市１選挙区（定数８人）、

西方町１選挙区（定数２人）、大平町１選挙区（定数

５人）、藤岡町１選挙区（定数６人）及び都賀町１選

挙区（定数４人）とする。 
 

２ １市３町の選挙による委員は、市町村の合併の特例

等に関する法律（以下「合併新法」という。）第１１

条第１項第１号の規定を適用し、合併後、平成２２年

７月１９日まで引き続き新市の選挙による委員とし

て在任する。 

３ 合併新法第１１条第１項第１号の規定適用後の選

挙による委員の定数は、２３人とする。 

４ 合併新法第１１条第１項第１号の規定適用後の選

挙による委員の選挙区は、４選挙区とし、新市の農業

委員会の区域を、現在の栃木市１選挙区（定数８人）、

大平町１選挙区（定数５人）、藤岡町１選挙区（定数

６人）及び都賀町１選挙区（定数４人）とする。 

 

8 地方税の取扱い 読替対応

６ 鉱産税については、栃木市・西方町・藤岡町の例に

より合併時に統合する。 
６ 鉱産税については、栃木市・藤岡町の例により合併

時に統合する。 



 

番号 合併協定項目 変更の 
有無 栃木地区合併協議会 栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会 

9 
地域自治制度（地域審議
会・地域自治区・合併特
例区）の取扱い 

読替対応

 地域自治制度（地域審議会・地域自治区・合併特例区）

の取扱いについては、市町村の合併の特例等に関する法

律（平成１６年法律第５９号）第２３条の規定に基づき、

合併前の西方町、大平町、藤岡町及び都賀町の区域ごと

に「地域自治区」を置くものとする。 
なお、同法第２３条及び第２４条の規定による合併関

係市町村の協議により定める事項その他必要な事項に

ついては、別紙の各条文によるものとする。 
 

地域自治制度（地域審議会・地域自治区・合併特例区）

の取扱いについては、市町村の合併の特例等に関する法

律（平成１６年法律第５９号）第２３条の規定に基づき、

合併前の大平町、藤岡町及び都賀町の区域ごとに｢地域

自治区｣を置くものとする。 
 なお、同法第２３条及び第２４条の規定による合併関

係市町村の協議により定める事項その他必要な事項に

ついては、別紙の各条文によるものとする。 

10 
一般職の職員の身分の取
扱い 読替対応

１ １市４町一般職の職員は、市町村の合併の特例等に

関する法律第１２条の規定により、全て新市の職員と

して引き継ぐものとする。  

１ １市３町一般職の職員は、市町村の合併の特例等に

関する法律第１２条の規定により、全て新市の職員と

して引き継ぐものとする。 

11 特別職の身分の取扱い 読替対応

３ 新市の市長職務執行者については、１市４町の長が

別に協議して定めるものとする。 
３ 新市の市長職務執行者については、１市３町の長が

別に協議して定めるものとする。 

12 条例、規則等の取扱い 無 
  

13 
事務組織及び機構の取扱
い 無 

  



 

番号 合併協定項目 変更の 
有無 栃木地区合併協議会 栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会 

14 一部事務組合等の取扱い 有 

１ 栃木地区広域行政事務組合については、関係町等と

協議の上、合併時までに調整する。 
 
２ 佐野地区衛生施設組合については、関係市町等と協

議の上、合併時までに調整する。 
 
３ 栃木県市町村総合事務組合については、栃木市、西

方町、大平町、藤岡町及び都賀町は、合併の前日をも

って脱退し、新市において合併の日に新たに加入す

る。 
４ 栃木県後期高齢者医療広域連合については、栃木

市、西方町、大平町、藤岡町及び都賀町は、合併の前

日をもって脱退し、新市において合併の日に新たに加

入する。 
５ 栃木広域中小企業勤労者福祉サービスセンターに

ついては、栃木市、西方町、大平町、藤岡町及び都賀

町は、合併の前日をもって脱退し、新市において合併

の日に新たに加入する。 
６ 栃木県南公設地方卸売市場事務組合については、栃

木市、西方町、大平町、藤岡町及び都賀町は、合併の

前日をもって脱退し、新市において合併の日に新たに

加入する。 
８ 宇都宮西中核工業団地事務組合については、西方町

は、合併の前日をもって脱退し、新市において合併の

日に新たに加入する。 

１ 栃木地区広域行政事務組合については、栃木市、大

平町、藤岡町及び都賀町は、合併の前日をもって脱退

し、新市において合併の日に新たに加入する。 
２ 佐野地区衛生施設組合については、藤岡町は、合併

の前日をもって脱退し、新市において合併の日に新た

に加入する。 
３ 栃木県市町村総合事務組合については、栃木市、大

平町、藤岡町及び都賀町は、合併の前日をもって脱退

し、新市において合併の日に新たに加入する。 
 
４ 栃木県後期高齢者医療広域連合については、栃木

市、大平町、藤岡町及び都賀町は、合併の前日をもっ

て脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。 
 
５ 栃木広域中小企業勤労者福祉サービスセンターに

ついては、栃木市、大平町、藤岡町及び都賀町は、合

併の前日をもって脱退し、新市において合併の日に新

たに加入する。 
６ 栃木県南公設地方卸売市場事務組合については、栃

木市、大平町、藤岡町及び都賀町は、合併の前日をも

って脱退し、新市において合併の日に新たに加入す

る。 
（削除） 



 

番号 合併協定項目 変更の 
有無 栃木地区合併協議会 栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会 

15 
使用料、手数料等の取扱
い 無   

16 公共的団体等の取扱い 無   

17 
補助金、交付金等の取扱
い 無   

18 町名、字名の取扱い 無   
19 慣行の取扱い 無   

20 
国民健康保険事業の取扱
い 無   

21 介護保険事業の取扱い 無   
22 消防団の取扱い 無   
23 行政区の取扱い 無   
24 諮問機関の取扱い 無   
25-1 国内・国際交流事業 無   
25-2 電算システム事業 無   
25-3 広報広聴関係事業  無   
25-4 人権推進事業 無   
25-5 納税関係事業 無   
25-6 消防防災関係事業 無   
25-7 交通関係事業 無   
25-8 窓口業務 無   
25-9 保健衛生事業 無   
25-10 障害者福祉事業 無   
25-11 高齢者福祉事業 無   
25-12 児童福祉事業 無   
25-13 保育事業 無   
25-14 生活保護事業 無   



 

番号 合併協定項目 変更の 
有無 栃木地区合併協議会 栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会 

25-15 その他の福祉事業 無   
25-16 健康づくり事業 無   
25-17 ごみ収集運搬業務事業 無   
25-18 環境対策事業 無   
25-19 農林水産関係事業 無   
25-20 商工、観光関係事業 無   
25-21 勤労者、消費者関連事業 無   

25-22 建設関係事業 有 

１・ 開発許可制度については、栃木市の例により合併

時に統合する。ただし、非線引き都市計画区域にお

ける開発許可の規制対象規模については、合併時ま

でに調整する。 
・ 都市計画区域については、合併時は現行のとおり

とし、都市計画マスタープランの再編に併せ、県と

調整する。 

１・ 開発許可制度については、栃木市の例により合併

時に統合する。 
 
 
（削除） 

25-23 上・下水道事業 有 

４ 排水設備工事等手数料については、栃木市・西方町

の例により合併時に統合する。 
７ 農業集落排水事業の排水設備工事等手数料につい

ては、西方町の例により合併時に統合する。 

４ 排水設備工事等手数料については、栃木市の例によ

り合併時に統合する。 
７ 農業集落排水事業の排水設備工事等手数料につい

ては、合併時に再編する。 

25-24 
市町立学校の通学区域、
学校名 無   

25-25 学校教育事業 無   

25-26 文化振興事業 有 
３ 西方町史編さん事業については、現行のとおり新市

に引き継ぐ。 
（削除） 

25-27 コミュニティ施策 欠番   
25-28 社会教育事業 無   
25-29 男女共同参画事業 無   



 

番号 合併協定項目 変更の 
有無 栃木地区合併協議会 栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会 

25-30 社会福祉協議会 無   
25-31 その他の事業 欠番   
26 合併市町村基本計画 有 ※ 合併協定書別添「新市まちづくり計画」のとおり ※ 別冊のとおり 
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協定項目１１ 特別職の身分の取扱い 
現    況 具体的な調整内容 

栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 西方町 栃木地区合併協議会 
栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町合併協議会 

【附属機関等】（審議会・委員会・協議会等）    

設置なし 設置なし 設置なし 設置なし 西方町消防委員会 

 ・定数 9 人 

 ・任期 3 年 

 ・報酬 （日）2,000 円 

※ 削除 

設置なし 設置なし 設置なし 設置なし 西方町農業集落排水使用料

等審議会 

 ・定数 12 人 

 ・任期 調査審議終了後解任

 ・報酬 （日）2,000 円 

※ 削除 

設置なし 設置なし 設置なし 設置なし 西方町立小学校統合検討委

員会 

 ・定数 18 人 

 ・任期 終の答申がなさ

れたとき 

 ・報酬 (日)2,000 円 

※ 削除 

設置なし 設置なし 設置なし 設置なし 西方町史編さん委員会 

・定数 20 人以内 

・任期 編さん完了まで 

・報酬  

委員    (日）2,000 円 
  監修者 1人（月）40,000 円

専門委員長１人 

（月）35,000 円

専門委員 9人 

（月）30,000 円

・審議会、委員会等の附

属機関の設置について

は、１市４町で設置され

ていて新市において引き

続き必要のあるものは原

則として合併時までに統

合する。 

市町間で設置に差があ

るものは、合併時までに

調整し、必要のあるもの

については新市において

設置する。 

人数、任期は、現行の

制度を基に調整する。 

報酬については、現行

の報酬額及び同規模自治

体を参考に、原則として

合併時までに調整する。

 

※ 削除 
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協定項目１５ 使用料、手数料等の取扱い 

（１）使用料等の総括表 

  ・施設使用料等 
現    況 具体的な調整内容 

No. 項目 
栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 西方町 栃木地区合併協議会 栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町合併協議会 

3 公営駐車場 ― ― ― ― 町営金崎有料駐車場使

用料 
現行のとおりとする。 ※ 削除 

（２）手数料 

現    況 具体的な調整内容 
項目 

栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 西方町 栃木地区合併協議会 栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町合併協議会 

認可地縁団体印鑑登録

証明手数料 
200 円／1通 200 円／1通 200 円／1通 200 円／1通 300 円／1通

栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町の例により合併時

に統合する。 

現行のとおりとする。 

所得に関する証明 200 円／1件 200 円／1件 200 円／1件 200 円／1件 300 円／1件

栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町の例により合併時

に統合する。 

現行のとおりとする。 

納税に関する証明  200 円／1件 200 円／1件 200 円／1件 200 円／1件 300 円／1件

栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町の例により合併時

に統合する 

現行のとおりとする。 

営業(所在)証明 200 円／1件 200 円／1件 200 円／1件 200 円／1件 300 円／1件

栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町の例により合併時

に統合する。 

現行のとおりとする。 

固定資産課税台帳に記

載のない旨の証明 
200 円／1件 200 円／1件 200 円／1件 200 円／1件 300 円／1件

栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町の例により合併時

に統合する。 

現行のとおりとする。 

不在籍証明、不在住証明

手数料 
200 円／1通 200 円／1通 200 円／1通 200 円／1通 300 円／1通

栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町の例により合併時

に統合する。 

現行のとおりとする。 

広域交付住民票の交付

手数料 
200 円／1通 200 円／1通 200 円／1通 200 円／1通 300 円／1通

栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町の例により合併時

に統合する。 

現行のとおりとする。 

戸籍の附票の写しの交

付手数料 
200 円／1通 200 円／1通 200 円／1通 200 円／1通 300 円／1通

栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町の例により合併時

に統合する。 

現行のとおりとする。 

身分証明書の交付手数

料 
200 円／1通 200 円／1通 200 円／1通 200 円／1通 300 円／1通

栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町の例により合併時

に統合する。 

現行のとおりとする。 

印鑑登録証の交付手数

料 
200 円／1通 200 円／1通 200 円／1通 200 円／1通 500 円／1通

栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町の例により合併時

に統合する。 

現行のとおりとする。 
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現    況 具体的な調整内容 

項目 
栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 西方町 栃木地区合併協議会 栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町合併協議会 

印鑑登録証明書の交付

手数料 
200 円／1通 200 円／1通 200 円／1通 200 円／1通 300 円／1通

栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町の例により合併時

に統合する。 

現行のとおりとする。 

住民票の閲覧手数料 

200 円／1件 
（1 人 30 分以内を 1 件とし 30

分を超えるごとに200円を加算

する。） 

200 円／1件 
（1 人 30 分以内を 1 件とし 30

分を超えるごとに200円を加算

する。） 

200 円／1件 
（1 人 30 分以内を 1 件とし 30

分を超えるごとに200円を加算

する。） 

200 円／1件 
（1 人 30 分以内を 1 件とし 30

分を超えるごとに200円を加算

する。） 

200 円／1件 

（1人分を1件とする。）

栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町の例により合併時

に統合する。 

現行のとおりとする。 

その他の証明手数料 200 円／1件 200 円／1件 200 円／1件 200 円／1件 300 円／1通

栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町の例により合併時

に統合する。 

現行のとおりとする。 

埋火葬許可証再発行手

数料 
 200 円／1 件  200 円／1 件  200 円／1 件  200 円／1 件 300 円／1件

栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町の例により合併時

に統合する。 

現行のとおりとする。 

都市計画に関する証明

手数料 
200 円／1件 200 円／1件 200 円／1件 200 円／1件 300 円／1件

栃木市・大平町・藤岡町・

都賀町の例により合併時

に統合する。 

現行のとおりとする。 
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協定項目１７ 補助金、交付金等の取扱い 

現    況 具体的な調整内容 
No. 

栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 西方町 栃木地区合併協議会 栃木市・大平町・藤岡町・ 
都賀町合併協議会 

34 ― ― ― ― 
臨海自然教室推進事業補

助金 
合併時に再編する。 ※ 削除 

72 ― ― ― ― 自治会総合交付金 合併時は現行のとおりとし、

合併後に再編する。 ※ 削除 

94 ― ― ― ― 
家族介護者交流事業補助

金 

合併時は現行のとおりとし、

合併後に再編する。 ※ 削除 

95 ― ― ― ― 
郡市医師会付属准看護学

校運営補助金 

合併時は現行のとおりとし、

合併後に再編する。 ※ 削除 

120 ― ― ― ― 
西方町担い手育成総合支

援協議会補助金 

合併時は現行のとおりとし、

合併後に再編する。 ※ 削除 

129 ― ― ― ― 優良種苗購入事業補助金 合併時は現行のとおりとし、

合併後に再編する。 ※ 削除 

130 ― ― ― ― 
安心・安全な農産物供給

推進事業補助金 

合併時は現行のとおりとし、

合併後に再編する。 ※ 削除 

131 ― ― ― ― 
無人ヘリ水稲共同防除事

業補助金 

合併時は現行のとおりとし、

合併後に再編する。 ※ 削除 

132 ― ― ― ― 町猟友会交付金 合併時は現行のとおりとし、

合併後に再編する。 ※ 削除 

133 ― ― ― ― 農村体験交流事業交付金 合併時は現行のとおりとし、

合併後に再編する。 ※ 削除 

135 ― ― ― ― 
木の良さ普及啓発促進事

業交付金 

合併時は現行のとおりとし、

合併後に再編する。 ※ 削除 

159 ― ― ― ― 
学校徴収金口座振替補助

金 

合併時は現行のとおりとし、

合併後に再編する。 ※ 削除 

172 ― ― ― ― 町民ゴルフ大会補助金 合併時は現行のとおりとし、

合併後に再編する。 ※ 削除 

234 ― ― ― ― 
森林整備地域活動支援推

進事業補助金 
現行のとおりとする。 ※ 削除 

253 ― ― ― ― 
西方町ごみ収集ステーシ

ョン整備助成金 
合併時に廃止する。 ※ 削除 
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協定項目２４ 諮問機関の取扱い 

現    況 具体的な調整内容 
No. 

栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 西方町 栃木地区合併協議会 栃木市・大平町・藤岡町・ 
都賀町合併協議会 

38 ― ― ― ― 
西方町農業集落排水使用

料等審議会 

合併時に再編する。 
※ 削除 

85 ― ― ― ― 
西方町立小学校統合検討

委員会 

現行のとおり存続する。 
※ 削除 

91 ― ― ― ― 西方町史編さん委員会 
現行のとおり存続する。 

※ 削除 

99 ― ― ― ― 西方町消防委員会 合併時に廃止する。 ※ 削除 

 


